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は
じ
め
に

(一
）
問
題
の
所
在

従
来
の
議
論
の
構
造

現
代
に
お
い
て
多
様
化
す
る
国
家
任
務
を
達
成
す
る
た
め
に
、
行
政
が
制
定
す
る
規
範
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
久
し

い
。
そ
う
し
た
中
で
、
行
政
が
制
定
す
る
規
範
は
、
ま
ず
制
定
権
限
を
も
つ
機
関
の
違
い
に
応
じ
て
区
別
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
憲

法
上
の
も
の
と
し
て
、
政
令
（
憲
法
七
三
条
六
号
）
が
、
法
律
上
の
も
の
と
し
て
、
内
閣
府
令
（
内
閣
府
設
置
法
七
条
三
項
）、
省
令

（
国
行
法
一
二
条
一
項
）
お
よ
び
外
局
規
則
（
国
行
法
一
三
条
一
項
）
な
ら
び
に
訓
令
・
通
達
（
内
閣
府
設
置
法
七
条
六
項
、
国
行
法

一
四
条
一
・
二
項
）
と
い
う
形
式
が
存
在
す
る
。

も
っ
と
も
講
学
上
、
こ
の
実
定
法
上
の
形
式
的
区
別
と
は
異
な
る
指
標
に
よ
っ
て
、
行
政
が
制
定
す
る
規
範
は
類
別
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、「
法
規
〔
Rechtssatz〕」
と
い
う
特
定
の
内
容
の
有
無
に
基
づ
く
類
別
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
法
規
」
と
し
て
の
性
質
を
有

す
る
も
の
を
法
規
命
令
と
し
、
そ
の
性
質
を
有
し
な
い
も
の
を
行
政
規
則
と
す
る
類
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
法
規
」
概
念
は
、

日
本
国
憲
法
で
は
、
四
一
条
解
釈
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
従
来
の
通
説
は
、
同
条
の
「
立

法
」
概
念
を
、
形
式
的
な
定
義
で
は
同
語
反
復
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
か
ら
、
論
者
に
よ
り
内
容
の
定
義
に
差
異
が
あ
る
も
の

の(1
)、
特
定
の
内
容
の
法
規
範
と
し
て
の
「
法
規
」
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
し
て
き
た
（
実
質
的
意
味
の
法
律
概
念(2
)）。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
「
実
質
的
意
味
の
法
律
」
の
制
定
は
、
議
会
の
み
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
要
件
の
下
で
行
政
機
関
に
も

認
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
議
論
の
構
造
は
、
行
政
法
学
か
ら
す
る
と
、「
法
律
の
留
保
」
原
則
の
範
囲
に
関
わ
る
も
の
だ
と
指
摘

さ
れ
て
い
る(3
)。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
規
命
令
は
、「
実
質
的
意
味
の
法
律
」
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら

論 説
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当
然
に
、
私
人
や
裁
判
所
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
行
政
規
則
は
、「
法
規
」
に
関

わ
る
規
律
で
は
な
い
と
さ
れ
た
た
め
に
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
区
別
を
前
提
と
し
て
、
法
規
命
令
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
次
の
二
点
に
焦
点
を
当
て
て
展
開
さ
れ
る
。
第
一
は
、
委
任
法
律

の
憲
法
適
合
性
と
、
第
二
は
、
命
令
の
法
律
適
合
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る(4
)。
第
一
の
論
点
は
、「
唯
一
の
立
法
機
関
」（
四
一
条
）

あ
る
い
は
「
法
律
の
留
保
」
原
則
に
基
づ
き
、
命
令
の
制
定
に
は
法
律
に
よ
る
「
委
任
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す

る
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、「
委
任
」
は
た
だ
存
在
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
く
、
権
力
分
立
制
に
反
し
な
い
よ
う
な
態
様
で
な
さ
れ
る
こ

と
が
要
請
さ
れ
る(5
)。
そ
し
て
第
二
の
論
点
は
、
委
任
に
よ
っ
て
予
め
指
示
さ
れ
た
内
容
に
、
法
規
命
令
の
規
定
が
適
合
し
て
い
る
か
を

問
う
も
の
で
あ
る(6
)。

他
方
で
行
政
規
則
は
、
行
政
機
関
の
内
部
領
域
を
規
律
す
る
規
範
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
領
域
を
非
法
領
域
と
し
て
構
成
す
る

か
内
部
法
領
域
と
し
て
構
成
す
る
か
は
さ
て
措
き(7
)、
国
民
を
名
宛
人
と
す
る
規
範
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
「
法
律
に
よ
る
行
政
の
原

理
」
が
、
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
政
規
則
は
行
政
法
学
に
と
っ
て
積
極
的
な
検
討
対
象
と
な
り
得
な

か
っ
た
の
で
あ
る(8
)。
し
か
し
、
本
来
は
内
向
き
で
あ
っ
た
は
ず
の
行
政
規
則
が
、
そ
の
働
き
が
増
す
に
つ
れ
て
、
実
質
的
に
、
外
部
に

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
現
象
も
確
認
さ
れ
た
（「
行
政
規
則
の
外
部
化
現
象
」）。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
象
の
法
的
構
成
を
め
ぐ
る

議
論
も
論
点
と
し
て
登
場
す
る(9
)。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
議
論
を
概
観
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
整
理
が
可
能
と
な
ろ
う
。
従
来
の
議
論
は
、
特
定
の
内
容
を
定
め
た
法
規

範
を
意
味
す
る
「
法
規
」
概
念
を
通
じ
て
、「
実
質
的
意
味
の
法
律
」
概
念
を
確
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
実
質
的
意
味

の
法
律
」
概
念
に
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
法
律
と
法
規
命
令
は
法
的
拘
束
力
を
備
え
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で

は
、「
法
規
」
概
念
と
「
実
質
的
意
味
の
法
律
」
概
念
と
法
的
拘
束
力
と
い
う
三
つ
の
内
容
的
要
素
が
、
一
体
の
も
の
と
し
て
取
り
扱

行政による規範定立の再定位（一）
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わ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
法
規
命
令
と
行
政
規
則
は
、
と
も
に
行
政
が
制
定
す
る
規
範
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
性
質
の
違

い
ゆ
え
に
、
前
者
に
は
、
法
律
に
よ
る
委
任
が
必
要
と
さ
れ
、
後
者
に
は
、
そ
れ
が
必
要
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

問
題
の
所
在
と
方
法

こ
う
し
た
議
論
状
況
に
つ
い
て
、「
法
規
命
令
」
と
「
行
政
規
則
」
の
類
別
に
際
し
て
「
内
容
的
な
要
素
と
形
式
的
な
要
素
が
結
合

し
合
っ
て
」
い
る
と
す
る
評
価
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る(10
)。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
議
論
状
況
に
対
し
て
、「
法
規
」
概
念
・「
実
質

的
意
味
の
法
律
」
概
念
の
有
無
に
よ
る
類
別
を
動
揺
さ
せ
う
る
主
張
が
近
年
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
見
解
は
、
立
憲
民
主

制
を
採
用
し
た
日
本
国
憲
法
下
で
は
、
実
質
的
意
味
の
法
律
概
念
の
必
要
性
は
な
く
な
る
、
と
い
う(11
)。

つ
ま
り
、
実
質
的
意
味
の
法
律
概
念
が
生
み
出
さ
れ
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
特
定
の
内
容
を
伴
う
こ
の
概
念
は
、
立
憲
君
主
制
下
に

お
い
て
議
会
の
協
賛
を
要
す
る
君
主
の
立
法
権
（
法
律
）
と
議
会
の
協
賛
を
要
し
な
い
立
法
権
（
命
令
）
の
境
界
画
定
の
た
め
に
創
出

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
の
法
律
と
は
、
議
会
と
君
主
の
二
元
的
立
法
構
造
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
を
広
く
解
す
る

こ
と
に
よ
り
、
議
会
に
よ
る
規
律
領
域
を
拡
張
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る(12
)。

こ
う
し
た
理
解
は
、

確
か
に
、
当
時
の
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
議
会
と
君
主
の
二
元
的
立
法
構
造
を
採
っ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
下
で
は
、
輸
入
可
能
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
立
憲
民
主
制
で
は
、
議
会
に
お
け
る
一
元
的
立
法
構
造
が
採
用
さ
れ
て
い
る
結
果
、
法
律
の
法
規

創
造
力
の
独
占
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
国
会
単
独
立
法
の
原
則(13
)）。

そ
れ
ゆ
え
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
実
質
的
意
味
の
法
律
概

念
が
存
続
し
得
る
前
提
を
欠
い
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
以
下
の
こ
と
が
際
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
法
規
命
令
と
行
政
規
則
を
類
別
す
る

機
能
を
有
し
て
い
た
「
法
規
」・「
実
質
的
意
味
の
法
律
」
概
念
と
「
法
律
に
よ
る
委
任
」
と
の
「
結
合
」
は
、
日
本
国
憲
法
解
釈
に
よ

る
論
理
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い(14
)、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
行
政
が
制
定
し
た
規
範
を
裁
判
所
が
基
準
と
し
て

論 説
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採
用
し
、
適
用
す
る
た
め
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
対
す
る
法
的
拘
束
力
の
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ

の
問
い
は
、
権
力
分
立
原
理
に
照
ら
す
と
、
い
か
な
る
機
関
が
、
い
か
な
る
条
件
の
下
で
、
立
法
作
用
の
担
い
手
と
な
る
こ
と
を
日
本

国
憲
法
は
規
定
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
し
て
現
れ
る
。

本
稿
で
は
、
次
の
理
由
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
に
着
目
し
た
い(15
)。
第
一
の
理
由
は
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
は
、
わ
が
国
公
法
学
の

確
固
た
る
準
拠
国
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
議
論
の
た
め
の
道
具
立
て
か
ら
し
て
一
定
の
共
通
性
が
あ
り
、
と
り
わ
け
実
質
的
意
味

の
法
律
概
念
を
無
用
と
す
る
見
解
が
既
に
一
般
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
公
法
学
で
は
、
法
規
命
令
や
行
政
規
則
に
つ
い
て

の
議
論
は
、「
法
律
の
留
保
」
原
則
と
の
関
連
で
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
理
由
は
、
法
律
や
法
規
命
令
、
行
政
規
則
と
い
っ
た
各
形
式
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
が
近
年
活
発
と
な
っ
て
い
る
こ
と

に
あ
る
。
そ
の
要
因
に
は
、
確
か
に
ド
イ
ツ
固
有
の
問
題
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
受
け
て
学
説
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
、
論
者
に

よ
っ
て
当
然
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
民
主
制
原
理
に
関
す
る
議
論
も
踏
ま
え
た
、
い
わ
ゆ
る
「
作
用
＝
権
限
法
〔
funktionell-

rechtlich〕
的
な
見
方
」
か
ら
な
さ
れ
る
権
力
分
立
理
解
を
前
提
と
す
る(16
)。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
議
会
と
行
政
の
権
限
配
分
に

照
ら
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
行
政
規
則
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
と
し
て
、
法
規
命
令
と
行
政
規
則
そ
れ
ぞ
れ
の
規
範
形
式
の
法
的
拘
束
力
を

論
証
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
傾
向
と
し
て
、
法
規
命
令
と
行
政
規
則
の
相
対
化
を
志
向
す
る
こ
と
と
な
り
、
憲
法
規
定
の
解

釈
問
題
へ
と
発
展
す
る
。
こ
う
し
た
議
論
の
型
は
、
わ
が
国
が
ド
イ
ツ
と
同
種
の
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

本
稿
の
問
題
関
心
に
と
っ
て
参
照
す
る
意
義
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

(二
）
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成

以
上
の
問
題
関
心
が
、
本
稿
の
目
的
お
よ
び
構
成
を
規
定
す
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
行
政
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
規
範
に
法
的
拘
束
力
が
与
え
ら
れ
る
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

行政による規範定立の再定位（一）
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こ
の
課
題
を
果
た
す
べ
く
、
ま
ず
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
規
命
令
と
行
政
規
則
の
相
対
化
現
象
を
把
握
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
法
規

命
令
を
め
ぐ
る
歴
史
的
背
景
お
よ
び
憲
法
上
の
規
定
な
ら
び
に
そ
れ
に
対
す
る
判
例
の
展
開
を
概
観
し
た
後
、
行
政
規
則
を
め
ぐ
る
判

例
の
展
開
も
概
観
す
る
（
第
一
章
）。
そ
れ
に
続
い
て
、
行
政
規
則
の
法
的
拘
束
力
を
「
法
律
の
留
保
」
原
則
と
の
関
連
で
検
討
す
る

学
説
の
展
開
を
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
造
を
検
討
す
る
（
第
二
章
）。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
本
稿
に
お
け
る
課
題
に
対
す
る
解

決
を
試
み
た
い
（
お
わ
り
に
）。

第
一
章

法
規
命
令
と
行
政
規
則
の
相
対
化
現
象

第
一
節

学
説
に
お
け
る
法
規
命
令
恐
怖
症
と
判
例
に
お
け
る
緩
和
傾
向

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
（
以
下
、「
基
本
法
」
と
い
う
。）
に
お
け
る
法
規
命
令
に
関
す
る
条
項
は
、
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

基
本
法
八
〇
条
一
項
一
文
は
、
法
規
命
令
の
第
一
次
制
定
権
者
を
、
連
邦
政
府
、
連
邦
大
臣
、
お
よ
び
ラ
ン
ト
政
府
に
限
定
し
、
同
条

項
二
文
は
、
授
権
法
律
に
お
い
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
授
権
の
内
容
、
目
的
お
よ
び
射
程
の
三
要
素
を
挙
げ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、
基
本
法
八
〇
条
一
項
二
文
に
列
挙
さ
れ
た
「
内
容
、
目
的
お
よ
び
射
程
」
の
要
求
は
、
一
般
的
に
、「
特
定
性

要
請
〔
Bestim
m
theitsgebot〕」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
規
定
は
、「
ド
イ
ツ
憲
法
史
上
初
め
て
の
も
の
」
で
あ

る(17
)。こ

う
し
た
新
た
な
規
定
が
創
出
さ
れ
た
要
因
に
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
の
命
令
へ
の
授
権
の
無
限
界
性
に
対
す
る
反
省
が

あ
っ
た
。
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
は
、
そ
れ
以
前
の
憲
法
構
造
で
あ
っ
た
君
主
・
政
府
と
議
会
の
二
元
主
義
が
排
除
さ
れ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
命
令
へ
の
授
権
の
態
様
に
関
す
る
理
論
的
な
説
明
は
、
学
説
に
お
い
て
限
定
的
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
り
、
十
分
に
顧
み

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た(18
)。

当
時
の
学
説
が
十
分
に
議
論
を
展
開
で
き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
学
説
側
で
は
、
二
元
主
義
の
影
響
を

論 説
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受
け
て
い
る
古
典
理
論
が
継
受
さ
れ
た
た
め
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
体
制
に
お
け
る
憲
法
構
造
の
転
換
が
十
分
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
当
時
の
社
会
状
況
も
、
議
会
の
命
令
へ
の
授
権
を
理
論
的
に
枠
づ
け
る
こ
と
に
対
し
、
消
極
的
に
作
用
し

た
と
さ
れ
る(19
)。
当
時
の
議
会
は
、
経
済
的
な
苦
境
、
議
会
に
お
け
る
政
党
の
乱
立
と
対
立
、
経
済
国
家
・
社
会
国
家
化
に
伴
う
行
政
任

務
の
複
雑
化
、
お
よ
び
官
僚
機
構
の
権
力
政
治
的
な
傾
向
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
中
心
的
地
位
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

中
で
、
法
律
に
よ
る
授
権
は
、
法
律
の
優
位
を
も
排
除
し
、
行
政
が
法
規
命
令
で
も
っ
て
法
律
を
破
棄
し
、
変
更
す
る
こ
と
を
も
許
容

す
る
。
そ
の
う
え
、
憲
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
の
規
定
を
無
効
と
す
る
権
限
を
行
政
に
与
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た(20
)。

こ

う
し
た
展
開
が
「
民
族
お
よ
び
国
家
の
危
難
を
除
去
す
る
た
め
の
法
律
（
い
わ
ゆ
る
「
全
権
委
任
法
」）」
に
結
実
し
た
こ
と
は(21
)、
周
知

の
事
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
経
験
の
反
省
か
ら
規
定
さ
れ
た
基
本
法
八
〇
条
一
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
実
際
に
運
用
さ
れ
る
中
で
、
文
言
通

り
の
厳
格
さ
を
伴
っ
た
授
権
の
特
定
性
が
要
請
さ
れ
続
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
初
期
の
判
決
に
お
い
て
、
そ

の
特
定
性
の
要
請
は
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
決
定
す
る
ほ
か
な
い
と
宣
言
さ
れ
、
さ
ら
に
、
授
権
の
方
向
性
や
授
権
に
基
づ
く

法
規
命
令
の
内
容
が
予
見
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
特
定
性
の
要
請
を
満
た
し
て
い
な
い
、
と
い
う
一
般
的
な
準
則
が
示
さ
れ
る
に
留

ま
っ
た(22
)。
こ
う
し
た
言
明
は
、
こ
の
特
定
性
の
要
請
を
緩
和
さ
せ
る
呼
び
水
と
な
る(23
)。
そ
の
結
果
、
学
説
で
も
、
基
本
法
八
〇
条
一
項

に
お
け
る
授
権
の
三
要
素
は
「
…
…
法
律
全
体
か
ら
探
り
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
い
か
な
る
問
題
が
授

権
に
基
づ
い
て
規
律
さ
れ
得
る
か
を
、
解
釈
を
通
じ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
も
、
授
権
は
そ
の
内
容
に
関
し
て
十
分
に
特

定
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
た(24
)。
そ
し
て
判
例
で
は
、
こ
の
緩
和
傾
向
に
伴
い
、
授
権
の
十
分
な
特
定
性
を
測
る
た
め
の
様
々
な
定
式
が

提
供
さ
れ
た(25
)。
ま
た
、
七
〇
年
代
の
憲
法
改
革
予
備
調
査
委
員
会
で
は
、
基
本
法
八
〇
条
一
項
二
文
か
ら
「
内
容
」
と
「
射
程
」
の
文

言
を
削
除
し
、
特
定
性
の
三
要
素
を
「
目
的
」
の
み
に
限
定
す
る
提
案
も
な
さ
れ
た(26
)。

さ
ら
に
近
年
の
判
例
で
は
、
実
体
法
上
だ
け
で

行政による規範定立の再定位（一）
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な
く
手
続
法
上
の
規
準
も
、
基
本
法
八
〇
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
授
権
の
特
定
性
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
る(27
)。

現
在
の
判
例
で
は
、
基
本
法
八
〇
条
一
項
二
文
の
「
内
容
、
目
的
お
よ
び
射
程
」
と
い
う
文
言
は
、
授
権
根
拠
に
対
す
る
憲
法
上
の
厳

格
な
個
別
要
件
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
授
権
規
定
の
憲
法
適
合
性
が
柔
軟
に
判
断
さ
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
法
律
と
法
規
命
令
の
関
係
を
め
ぐ
る

学
説
の
基
本
的
な
理
解
は
、
本
来
的
法
定
立
権
限
を
有
す
る
議
会
が
制
定
し
た
法
律
に
よ
る
規
律
が
原
則
で
あ
り
、
行
政
が
制
定
し
た

法
規
命
令
に
よ
る
規
律
は
例
外
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
基
本
法
八
〇
条
一
項
は
、
そ
の
例
外
を
有
効
と
す
る
た
め
の

要
件
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
命
令
形
式
に
対
し
て
「
阻
止
効
〔
Sperrw
irkung〕」
を
発
揮
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る(28
)。
こ
う
し
た
理
解
は
、
こ
れ
に
与
し
な
い
論
者
か
ら
「
命
令
恐
怖
症
」
と
論
難
さ
れ
て
い
る
も
の
の(29
)、
一
般
に
維
持
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
行
政
に
よ
る
規
範
定
立
に
は
、
法
規
命
令
だ
け
で
な
く
、
行
政
規
則
も
存
在
す
る
。
基
本
法
八
〇
条
一
項
の
特
定
性
要
請

を
緩
和
さ
せ
る
傾
向
と
並
行
し
て
、
本
来
は
行
政
の
内
部
領
域
を
規
律
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
の
行
政
規
則
を
活
用
す
る
傾
向
も
進
展

し
た(30
)。
そ
の
活
用
を
受
け
て
、
判
例
に
お
い
て
も
、
学
説
に
お
い
て
も
、
行
政
規
則
の
法
的
拘
束
力
に
関
す
る
議
論
が
蓄
積
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
判
例
に
お
け
る
行
政
規
則
論
の
展
開
を
検
討
す
る
。

第
二
節

判
例
に
お
け
る
行
政
規
則
論
の
展
開

国
家
法
人
説
を
前
提
と
す
る
行
政
の
外
部
関
係
と
内
部
関
係
を
峻
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政
内
部
を
法
問
題
で
は
な
く
権
力
問

題
と
し
て
把
握
し
て
い
た
か
つ
て
の
理
解
と
は
異
な
り
、
基
本
法
下
の
伝
統
的
理
解
で
は
、
行
政
規
則
は
内
部
法
領
域
を
規
律
す
る
も

の
で
あ
り
、
外
部
法
領
域
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
規
則
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
事
実
上
の
意
義
を

論 説
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有
す
る
に
留
ま
る
と
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(31
)。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
行
政
規
則
に
対
し
て
外
部
効
果
を
認
め
よ

う
と
す
る
議
論
が
登
場
す
る
。
そ
の
議
論
は
例
え
ば
、
行
政
規
則
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
行
政
に
よ
る
侵
害
を
除
去
す
る
こ
と
や
、
給

付
請
求
の
た
め
の
論
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
展
開
さ
れ
た(32
)。
そ
こ
で
は
、
平
等
原
則
（
基
本
法
三
条
一
項
）
や
信
頼
保

護
原
則
を
手
が
か
り
に
、
行
政
規
則
に
対
し
て
間
接
的
に
外
部
効
果
を
認
め
る
戦
略
が
採
ら
れ
る
こ
と
と
な
る(33
)。
も
っ
と
も
、
こ
の
外

部
効
果
を
め
ぐ
る
議
論
は
、「
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
〔
N
orm
konkretisierende
V
erw
altungsvorschrift〕」
と
い
う
形

式
の
登
場
に
よ
り
、
新
た
な
局
面
に
至
る
こ
と
と
な
る
。

(一
）
環
境
技
術
法
領
域
に
お
け
る
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
の
創
出
と
そ
の
定
着

環
境
技
術
法
領
域
は
、
そ
の
性
質
上
、
規
律
に
際
し
て
技
術
的
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
法
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
規
則
が

多
用
さ
れ
た
こ
の
法
領
域
で
は
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
の
創
出
と
、
そ
の
定
着
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
行
政
規
則
は
、
連
邦
行

政
裁
判
所
に
よ
っ
て
一
九
八
五
年
一
二
月
一
九
日
に
下
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た(34
)。
ヴ
ィ
ー
ル
判
決

も
ま
た
、
わ
が
国
に
対
し
て
数
多
く
の
紹
介
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る(35
)。「

規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
」
の
創
出
に
関
す
る
論
理
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

原
子
炉
設
置
許
可
要
件
で
あ
る
「
科
学
技
術
水
準
に
従
っ
た
事
前
の
配
慮
」（
原
子
力
法
七
条
）
を
具
体
化
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ

た
第
一
次
放
射
線
防
護
令
二
一
条
に
お
い
て
、
放
射
線
被
曝
は
可
能
な
限
り
抑
制
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
原
則
が
定
め
ら
れ
た
。
許
可
行

政
庁
は
、
当
該
原
則
を
具
体
化
、
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
連
邦
内
務
大
臣
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
指
針
で
あ
る
「
放
射
線
被
曝
の
一

般
的
算
定
基
礎
」
に
暫
定
的
に
依
拠
し
て
い
た
。
こ
の
指
針
は
行
政
規
則
で
あ
っ
た
た
め
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
基
準
と
し
て
用
い
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
か
が
一
つ
の
論
点
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
の
「
放
射
線

被
曝
の
一
般
的
算
定
基
礎
」
を
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
と
い
う
新
た
な
種
類
の
行
政
規
則
と
し
て
認
定
し
た
。

行政による規範定立の再定位（一）
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「
こ
の
放
射
線
被
曝
の
一
般
的
算
定
基
礎
は
、
放
射
線
防
護
令
四
五
条
二
文
に
よ
っ
て
い
ず
れ
制
定
さ
れ
る
べ
き
法
規
命
令
が
発
せ

ら
れ
て
い
な
い
間
に
、
以
下
の
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
許
容
線
量
値
の
遵
守
が
、
十
分
に
維
持
さ
れ
た
計

算
モ
デ
ル
と
デ
ー
タ
式
を
基
礎
と
し
て
、
放
射
線
防
護
令
四
五
条
一
文
の
基
準
に
従
っ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
う
し
た
審

査
に
よ
り
、
そ
の
後
の
施
設
の
稼
働
に
際
し
て
、
―
―
周
辺
監
視
と
い
う
措
置
で
は
い
ず
れ
に
せ
よ
立
証
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
が

―
―
個
々
人
に
対
す
る
当
該
許
容
線
量
値
を
超
過
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
指
針
は
、
規
範
を
具
体
化
す
る
機
能
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
規
範
を
解
釈
す
る
行
政
規
則
と
は
異
な
り
、
規
範
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
行
政
裁
判
所
を

拘
束
す
る(36
)」。

確
か
に
ヴ
ィ
ー
ル
判
決
は
、
行
政
規
則
が
裁
判
所
を
法
的
に
拘
束
す
る
と
い
う
結
論
を
提
示
し
た
も
の
の
、
そ
の
結
論
に
至
る
論
証

が
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
一
九
九
八
年
一
〇
月
二
八
日
判
決
が
よ
り
重
要
で
あ
ろ
う(37
)。

な
ぜ
な
ら
、

こ
の
判
決
に
お
い
て
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
の
詳
細
な
解
釈
上
の
根
拠
が
初
め
て
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
件
で
は
、「
公
共
水
域
へ
の
汚
水
排
出
の
最
低
限
要
求
に
関
す
る
一
般
大
綱
的
行
政
規
則
〔
Rahm
en-A
bw
asserV
w
V
〕」
の
法

的
拘
束
力
が
問
わ
れ
た
。
当
該
行
政
規
則
は
、
そ
も
そ
も
水
管
理
法
七
ａ
条
一
項
三
文
（
一
九
八
六
年
九
月
二
三
日
付(38
)）
に
お
け
る
有

害
物
質
を
定
め
る
「
一
般
に
承
認
さ
れ
た
規
律
」
を
具
体
化
す
る
一
般
行
政
規
則
で
あ
っ
た
が
、
汚
水
課
徴
金
法
〔
A
bw
A
G〕
に
お

け
る
汚
染
物
質
測
定
基
準
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
た
（
同
法
四
条
四
項
一
文
）。
そ
れ
ゆ
え
、
汚
水
課
徴
金
の
賦
課
処
分
の
取
消
し

が
争
わ
れ
た
本
件
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
の
一
般
的
な
要
件
お
よ
び
意
義
に
つ
い
て
、

連
邦
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
原
則
と
し
て
、
行
政
規
則
は
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
対
象
で
あ
る
が
、
統
制
の
基
準
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
行
政
を
統
制
す
る

場
合
、
原
則
と
し
て
、
行
政
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い(39
)」。「

し
か
し
環
境
技
術
法
で
は
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
例
外
が
存
在
す
る
。
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そ
の
例
外
に
お
い
て
、
規
範
を
具
体
化
す
る
効
果
が
、
い
く
つ
か
の
行
政
規
則
に
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
効
果
と
は
、
一
定

の
前
提
の
下
で
裁
判
所
に
対
し
て
も
拘
束
的
で
あ
り
、
規
範
と
同
じ
よ
う
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
帰
結
を
伴
う
も
の
で
あ

る
。
と
り
わ
け
こ
の
種
の
規
範
の
具
体
化
は
、
…
…
連
邦
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
四
八
条
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
る
「
大
気
汚
染
防
止
技

術
指
針
〔
T
A
-Luft〕」
や
「
騒
音
防
止
技
術
指
針
〔
T
A
-Lärm
〕」
と
い
っ
た
行
政
規
則
ま
た
は
原
子
力
法
に
お
け
る
特
定
の
行
政
規

則
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
行
政
規
則
は
、
行
政
に
認
め
ら
れ
た
判
断
余
地
の
行
使
に
役
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
行
政
規
則
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
の
行
政
行
為
に
お
け
る
個
別
決
定
に
か
か
る
判
断
余
地
の
行
使
は
、
行
政
行
為
の
一
体
性
を
確

保
す
る
た
め
に
、
抽
象
的
一
般
的
規
律
に
前
倒
し
さ
れ
る
の
で
あ
る(40
)」。

連
邦
行
政
裁
判
所
の
確
立
し
た
判
例
法
理
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
の
規
定
か
ら
行
政
の
判
断
余
地
が
認
め
ら
れ
る
限
り
で
、
行
政
行
為

の
一
体
性
確
保
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
行
政
規
則
は
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
と
し
て
、
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た(41
)。
し
か
し
、
行
政
規
則
に
外
部
効
果
を
認
め
る
立
場
は
、
一
九
九
一
年
五
月
三
〇
日
の
欧
州
司
法
裁
判
所
判
決
に

よ
っ
て
動
揺
を
経
験
し
て
い
た(42
)。

(二
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
国
内
法
化
に
現
れ
た
限
界

二
酸
化
硫
黄
お
よ
び
浮
遊
塵
に
つ
い
て
の
大
気
状
態
の
限
界
値
お
よ
び
基
準
値
に
関
す
る
一
九
八
〇
年
七
月
一
五
日
付
の
欧
州
理
事

会
に
お
け
る
Ｅ
Ｇ
指
令
80/779、
な
ら
び
に
大
気
中
の
鉛
含
有
量
の
限
界
値
に
関
す
る
一
九
八
二
年
一
二
月
三
日
付
の
欧
州
理
事
会

に
お
け
る
Ｅ
Ｇ
指
令
82/884
は
、
第
一
に
、
限
界
値
お
よ
び
基
準
値
の
差
異
に
起
因
す
る
競
争
条
件
の
不
平
等
の
排
除
・
防
止
を
、

第
二
に
、
人
の
健
康
お
よ
び
環
境
の
状
態
の
保
護
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
指
令
は
、
そ
の
限
界
値
や
基
準
値
の
設
定

に
あ
た
っ
て
、
一
般
的
妥
当
性
を
伴
う
強
行
規
定
に
よ
る
国
内
法
化
を
要
請
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
は
、
連
邦
イ
ミ
ッ
シ

オ
ン
防
止
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
行
政
規
則
で
あ
る
T
A
-Luft
を
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
、
国

行政による規範定立の再定位（一）
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内
法
へ
の
転
換
義
務
の
履
行
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
欧
州
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
対
応
を
条
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
も

の
で
は
な
い
と
判
断
し
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所
に
付
託
し
た
。

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
指
令
を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
全
て
の
措
置
を
猶
予
期
間
内
に
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
、
当
時
の
欧
州
経

済
共
同
体
条
約
一
六
九
条
（
現
欧
州
連
合
運
営
条
約
二
五
八
条
）
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
の
条
約
違
反
を
認
め
た
。
こ
の
結
論
に
至
っ
た

理
由
と
し
て
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
次
の
三
点
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
連
邦
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
と
結
び
つ
い
て
い
る

T
A
-Luftで
は
、
規
律
対
象
が
同
法
四
条
規
定
の
要
許
可
工
場
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
加
盟
国
の
国
内
一
般
を
規
律
対
象
と
は
で
き
な

い
こ
と
、
第
二
に
、
行
政
規
則
で
あ
る
T
A
-Luft
で
は
強
制
的
な
拘
束
力
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
行
政
規
則
で
は
利
害

関
係
人
が
自
己
の
権
利
を
事
前
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
指
令
は
一
般
的
拘
束
力
の
あ
る
国
内
法
規
範
に
よ

る
転
換
を
求
め
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
規
則
で
あ
る
T
A
-Luft
で
は
、
そ
の
法
的
保
障
が
貫
徹
さ
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。

規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
が
国
内
判
例
上
も
認
め
ら
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
判
決
に
対
す
る
反
応
が
必
然
的
に
生
じ
た
。

立
法
実
務
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
の
義
務
を
国
内
法
へ
と
転
換
す
る
規
定
の
改
正
に
よ
り
、
国
内
実
施
の
た
め
の
法
形
式
が
、
行
政

規
則
か
ら
法
規
命
令
に
置
き
換
え
ら
れ
た(43
)。
そ
の
一
方
で
ド
イ
ツ
公
法
学
で
は
、
こ
の
判
決
を
、
そ
れ
ま
で
の
ド
イ
ツ
公
法
学
が
彫
琢

し
て
き
た
成
果
を
無
視
す
る
も
の
と
し
て
批
判
的
に
論
じ
る
見
解
が
多
い
。
例
え
ば
、
フ
リ
ッ
ツ
・
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
は
、「
一
九

九
一
年
以
降
の
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
は
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
が
ド
イ
ツ
で
発
展
し
て
き
た
と
い
う
現
在
の
状
況
を
、

適
切
に
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
」
と
評
価
す
る(44
)。
当
該
判
決
後
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
一
般
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
欧
州
共

同
体
の
指
令
を
受
け
て
、
私
人
の
行
使
可
能
な
権
利
が
付
与
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
は
少
な
く
と
も
、
十
分
な
法
律
上
の
根
拠
に
基

づ
か
な
い
行
政
規
則
を
利
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
と
さ
れ
る(45
)。
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従
来
の
判
例
は
、
法
律
の
文
言
に
お
け
る
不
確
定
法
概
念
を
介
し
て
行
政
の
判
断
余
地
を
見
い
だ
す
こ
と
で
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査

が
縮
減
す
る
行
政
規
則
の
存
在
を
認
め
て
き
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
で
あ
る
。
ま
た
、
詳
し
く
は
次
章

に
て
検
討
す
る
が
、
学
説
も
そ
の
基
盤
と
な
る
理
論
を
提
供
し
て
い
た(46
)。
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
国
内

実
施
義
務
と
の
関
連
で
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
国
内
問
題
の
規
律
に
際
し
て
、
例
え
ば
社
会
保
障
法
領
域
や
官
吏
法
領
域
で
も
依
然
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る(47
)。
そ
し
て
近
年
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
を
裁
判

所
が
審
査
の
基
準
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
、
そ
の
行
政
規
則
が
特
定
性
や
規
範
の
明
確
性
を
備
え
た
法
律
上
の
根
拠
に
基
づ
く
場
合
、

裁
判
所
に
よ
る
完
全
な
審
査
（
基
本
法
一
九
条
四
項
）
に
違
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る(48
)。

小
括ド

イ
ツ
で
は
、
か
つ
て
の
経
験
か
ら
、
法
律
上
の
法
規
命
令
へ
の
授
権
規
定
に
厳
格
な
特
定
性
が
要
請
さ
れ
た
。
し
か
し
、
国
家
任

務
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
そ
の
特
定
性
要
請
は
緩
和
さ
れ
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力
を
行
政
規
則
に
付
与
す
る
こ
と
を
試

み
る
立
場
が
現
れ
る
。
行
政
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
規
範
に
関
す
る
議
論
を
と
り
ま
く
状
況
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー

ル
の
指
摘
が
ま
さ
に
当
て
は
ま
る
。
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
法
律
が
、
そ
の
形
式
と
制
定
手
続
に
基
づ
き
、
国
家
か
ら
市
民

の
権
利
と
自
由
を
保
障
す
る
た
め
の
「
軸
」
と
し
て
の
み
機
能
し
て
い
た
時
代
と
は
異
な
り
、
国
家
を
と
り
ま
く
現
在
の
状
況
は
、
そ

の
内
側
と
外
側
の
両
方
向
に
対
し
て
変
化
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
ず
内
側
で
の
変
化
と
し
て
、
科
学
技
術
の
進
歩
や
国
境
を
越
え
た
環
境

政
策
の
必
要
性
、
さ
ら
に
は
新
技
術
に
よ
り
生
じ
る
リ
ス
ク
や
波
及
効
果
の
評
価
、
判
断
へ
の
拡
大
と
い
う
、
現
代
国
家
に
お
い
て
規

律
が
求
め
ら
れ
る
要
因
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
外
側
で
の
変
化
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
共
同
体
が

発
展
し
た
こ
と
に
伴
う
国
内
法
律
の
根
本
的
な
変
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
欧
州
連
合
の
政
治
的
影
響
力
が
増
す
に
つ
れ
て
、
ド
イ
ツ

行政による規範定立の再定位（一）
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議
会
は
、
欧
州
連
合
の
機
関
に
対
し
立
法
権
限
を
実
質
的
に
委
譲
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
の
決
定
を
国
内

法
律
に
転
換
し
、
あ
る
い
は
お
墨
付
を
与
え
る
だ
け
の
機
関
に
な
る
と
診
断
さ
れ
て
い
る(49
)。

こ
う
し
た
整
理
に
従
う
な
ら
ば
、
内
側
で

の
変
化
に
対
応
し
た
結
果
と
し
て
、
国
内
判
例
に
お
け
る
、
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
と
い
う
新
た
な
形
式
の
創
出
は
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
た
な
形
式
の
行
政
規
則
は
、
外
側
で
の
変
化
に
対
応
し
た
も
の
で
は
な
い
と
評
価
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
欧
州
司
法
裁
判
所
で
は
、
行
政
規
則
と
い
う
形・

式・

が
着
目
さ
れ
、
そ
の
形
式
が
備
え
る
法・

的・

効・

果・

が
判
断
の
基
準
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
た
学
説
で
は
、
と
り
わ
け
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
を
積
極
的
に
正
当
化
す
る
議
論
が
活
性
化
す

る
。
そ
こ
で
は
、
本
来
は
国
家
内
部
に
向
け
ら
れ
た
規
律
を
技
術
的
に
外
部
へ
と
転
換
さ
せ
る
と
い
う
従
来
の
型
の
議
論
で
は
な
く
、

行
政
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
規
範
の
法
的
拘
束
力
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
そ
の
拘
束
力
の
有
無
と
程
度
を
め
ぐ
る
議
論
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
行
政
に
よ
る
規
範
制
定
と
い
う
包
括
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
法
規
命
令
と
行
政
規

則
の
類
別
を
相
対
化
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
行
政
規
則
論
を
め
ぐ
り
活
性
化
す
る
学
説
の
展
開
と
そ
の
限
界
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

(1
)
赤
坂
正
浩
「
立
法
の
概
念
」
公
法
研
究
六
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
四
八
頁
以
下
参
照
。

(2
)
一
般
的
な
拘
束
力
を
も
つ
法
規
範
は
法
律
と
い
う
形
式
で
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
、
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る

「
法
規
」
理
解
は
そ
の
効
力
に
着
目
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
後
の
一
九
世
紀
末
の
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
る
「
自
由
と

財
産
」
定
式
と
の
連
結
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
に
よ
る
通
説
化
に
よ
っ
て
、「
法
規
」
概
念
に
特
定
の
内
容
が
組
み
込

ま
れ
た
。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
に
よ
る
「
法
規
」
概
念
の
改
変
は
、
マ
イ
ヤ
ー
自
身
か
ら
も
、「
法
律
の
留
保
」
と
「
法
律
の
法
規
創
造
力
」
の
混

同
だ
と
批
判
さ
れ
て
い
た
。
V
gl.
O
tto
M
ayer,
D
eutsches
V
erw
altungsrecht,
Bd.
I,
3.
A
ufl.,
1924,
S.
70
N
.
II.;
ders.,

Buchbesprechung,A
öR17,1902,S.468.
ま
た
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
「
法
規
」
理
解
に
つ
い
て
、
美
濃
部
達
吉
「
立
法
権
と
命
令
権
と
の

論 説
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限
界
を
論
ず
」
同
『
憲
法
及
憲
法
史
研
究
〔
復
刻
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
所
収
一
頁
以
下
を
参
照
〔
以
下
、
戦
前
の
著
書
に
関
し
て

は
、
漢
字
を
新
字
体
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
ひ
ら
が
な
に
変
更
〕。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
の
「
法
規
」
概
念
の
変
遷
を
め
ぐ
る
主
要
な

議
論
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
毛
利
透
「
戦
前
憲
法
学
に
お
け
る
二
重
法
律
概
念
と
法
治
行
政
」
同
『
統
治
構
造
の
憲
法
論
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
）
二
五
九
頁
参
照
。

(3
)
大
橋
洋
一
・
毛
利
透
「
行
政
立
法
」
宇
賀
ほ
か
編
『
対
話
で
学
ぶ
行
政
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
三
九
頁
以
下
〔
毛
利
・
大
橋
発

言
〕
参
照
。
な
お
、
オ
ッ
ト
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
「
法
律
の
支
配
」
理
解
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
規
範
の
定
立
で
あ
る
法
規
命
令
お
よ
び
行
政
規
則

の
問
題
は
、「
法
律
の
（
独
占
的
）
法
規
創
造
力
」
原
則
の
対
象
で
あ
っ
て
、「
法
律
の
留
保
」
原
則
の
対
象
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
の

原
則
は
、
本
来
的
に
は
、
行
政
に
よ
る
個
別
的
行
為
に
対
す
る
法
律
の
根
拠
を
論
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則

に
固
有
の
意
義
に
立
ち
戻
り
、「
法
律
の
法
規
創
造
力
」
原
則
の
独
自
性
を
提
示
す
る
見
解
も
あ
る
。
松
戸
浩
「
行
政
立
法
と
法
律
の
根
拠
」

広
島
法
学
三
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
七
三
頁
以
下
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
「
法
律
の
法
規
創
造
力
」
原
則
と
「
法
律
の
留
保
」
原
則
の

交
錯
が
生
じ
た
理
由
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
の
準
備
は
、
稿
者
に
は
ま
だ
な
い
。

(4
)
な
お
近
時
で
は
、
議
会
に
よ
る
行
政
統
制
と
い
う
観
点
か
ら
、
議
会
に
よ
る
事
後
的
統
制
手
法
と
し
て
命
令
制
定
手
続
に
対
す
る
議
会
関

与
権
を
提
唱
す
る
見
解
も
有
力
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
照
、
田
中
祥
貴
『
委
任
立
法
と
議
会
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）。
ま

た
、
毛
利
透
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
委
任
命
令
へ
の
議
会
に
よ
る
統
制
」
同
・
前
掲
註
(2
)所
収
〔
初
出
二
〇
一
二
年
〕
一
五
七
頁
以
下
は
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
委
任
命
令
へ
の
議
会
留
保
権
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
し
、
同
意
留
保
と
廃
止
留
保
を
合
憲
と
す
る
説
を
採
る
。

(5
)
清
宮
四
郎
『
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
四
三
〇
頁
。
近
時
で
は
さ
ら
に
、
こ
の
論
点
は
、
憲
法
構
造
の
転
換
に
伴
う

民
主
制
の
導
入
を
重
視
す
る
見
解
に
よ
り
、
規
律
事
項
の
内
容
・
性
質
に
応
じ
た
法
律
の
規
律
密
度
の
問
題
と
し
て
、
よ
り
具
体
的
に
論
じ
る

方
向
に
発
展
し
て
い
る
。
高
田
篤
「
法
律
事
項
」
小
山
ほ
か
編
『
論
点
探
求
憲
法
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
四
頁
以
下
参

照
。

(6
)
芦
部
信
喜
〔
高
橋
和
之
補
訂
〕『
憲
法
〔
第
五
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
二
八
八
頁
。
な
お
、
近
時
の
判
例
で
あ
る
医
薬
品

ネ
ッ
ト
販
売
禁
止
規
定
違
法
判
決
（
最
二
小
判
平
成
二
五
年
一
月
一
一
日
〔
民
集
六
七
巻
一
号
一
頁
〕）
で
は
、
新
た
な
判
断
枠
組
み
が
示
さ

れ
た
と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
田
大
樹
・
笹
田
栄
司
「〔
対
談
〕
行
政
法
―
憲
法
と
の
共
通
点
と
相
違
点
」
法
学
教
室
三
九

六
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
〇
頁
〔
原
田
大
樹
発
言
〕
参
照
。
本
判
決
に
お
け
る
判
断
枠
組
み
の
変
化
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
高
木

行政による規範定立の再定位（一）
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光
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
四
九
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
六
九
頁
以
下
参
照
。

(7
)
伝
統
的
行
政
規
則
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
大
橋
洋
一
『
行
政
規
則
の
法
理
と
実
態
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
三
九
頁
以
下
参
照
。

(8
)
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
九
九
頁
。

(9
)
こ
の
論
点
も
、
数
々
の
論
考
に
お
い
て
詳
細
に
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
の
議
論
の
紹
介
お
よ
び
比
較
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
乙
部
一
郎

「
行
政
の
自
己
拘
束
の
法
理
」
民
商
法
雑
誌
七
一
巻
五
号
（
一
九
七
五
年
）
八
一
〇
頁
以
下
、
平
岡
久
「
行
政
規
則
の
法
的
拘
束
性
（
一
）

（
二
・
完
）」
法
学
雑
誌
二
六
巻
三
号
（
一
九
八
〇
年
）
三
六
三
頁
以
下
、
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
頁
以
下
、
大
橋
・
前
掲
註
(7
)

五
一
頁
以
下
、
宮
田
三
郎
「
行
政
規
則
の
拘
束
力
に
つ
い
て
」
朝
日
法
学
論
集
二
七
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
、
渡
邊
亙
「
行
政
規
則
・

外
部
効
果
・
裁
量
基
準
」
白
鷗
法
学
一
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
頁
以
下
。

(10
)
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総
論
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
二
九
六
頁
。

(11
)
松
井
茂
記
『
日
本
国
憲
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
五
八
頁
以
下
、
毛
利
透
「
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
国
会
と
内
閣
へ

の
権
限
分
配
」
同
・
前
掲
註
(2
)所
収
〔
初
出
二
〇
一
〇
年
〕
二
四
七
頁
以
下
、
芹
沢
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
』（
日
本
評
論

社
、
二
〇
一
一
年
）
三
〇
二
頁
﹇
石
川
健
治
﹈
参
照
。

(12
)
E
rnst-W
olfgang
Böckenförde,Gesetz
und
gesetzgebende
Gew
alt,2.A
ufl.,1981,S.271ff.

(13
)
清
宮
・
前
掲
註
(5
)四
三
〇
頁
。
な
お
、
最
新
の
研
究
成
果
に
よ
れ
ば
、
清
宮
憲
法
学
を
出
自
と
す
る
「
国
会
単
独
立
法
の
原
則
」
の
源

泉
は
、
ア
ル
フ
・
ロ
ス
の
『
法
源
の
理
論
』（
A
lfR
oss,T
heorie
der
Rechtsquellen,1929）
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、『
東
京
大
学
法
学
部
研
究
・
教
育
年
報
22
』（
東
京
大
学
法
学
部
、
二
〇
一
三
年
）
七
三
頁
﹇
石
川
健
治
﹈
参
照
。

(14
)
宮
沢
俊
義
〔
芦
部
信
喜
補
訂
〕『
全
訂
日
本
国
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
）
五
七
九
頁
参
照
。
ま
た
芦
部
信
喜
『
演
習
憲
法

〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
二
六
三
頁
も
参
照
。

(15
)
戦
後
初
期
の
包
括
的
な
研
究
と
し
て
、
水
野
豊
志
『
委
任
立
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
年
）
参
照
。
近
年
の
比
較
法
業
績
と
し

て
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、
釼
持
麻
衣
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
立
法
権
委
任
法
理
の
変
遷
と
新
た
な
展
開
（
一
）（
二
・
完
）」
自
治
研
究
九
〇

巻
七
号
九
四
頁
以
下
、
九
〇
巻
八
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
〇
頁
以
下
、
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
村
田
尚
紀
『
委
任
立
法
の
研
究
』（
日
本
評

論
社
、
一
九
九
〇
年
）、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
、
渡
邊
亙
「
委
任
命
令
の
限
界
に
関
す
る
比
較
法
的
考
察
」
白
鷗
大
学
法
科
大
学
院
紀
要
六
号

（
二
〇
一
二
年
）
四
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。
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(16
)
｢作
用
＝
権
限
法
（
funktionell-rechtlich）
的
な
見
方
」
か
ら
な
さ
れ
る
権
力
分
立
理
解
と
は
、
国
家
権
力
の
抑
制
だ
け
で
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
構
成
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
す
な
わ
ち
権
力
分
立
原
理
は
、
一
体
と
し
て
の
国
家
権
力
を
形
成
・
維
持
す
る
た
め
に
、
個
々
の
国

家
作
用
を
、
そ
れ
を
担
い
う
る
国
家
機
関
の
構
造
に
照
ら
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
と
し
て
適
切
に
配
分
す
る
（
諸
権
力
の
構
成
）
と
い
う
積

極
的
な
制
度
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
標
準
的
体
系
書
で
も
こ
の
理
解
が
採
用
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
、
K
onrad

H
esse,Grundzüge
des
V
erfassungsrechts
der
Bundesrepublik
D
eutschland,20.A
ufl.,1995,S.210ff.﹇
邦
訳
と
し
て
、
コ
ン

ラ
ー
ト
・
ヘ
ッ
セ
（
初
宿
正
典
・
赤
坂
幸
一
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
の
基
本
的
特
質
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
四
八
四
頁
以
下
﹈
参
照
。
ま
た

こ
の
権
力
分
立
理
解
の
紹
介
と
し
て
、
栗
城
壽
夫
「
ド
イ
ツ
の
権
力
分
立
」
比
較
法
研
究
五
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
四
頁
以
下
も
参
照
。

(17
)
W
ilhelm
M
ößle,Inhalt,Zw
eck
und
A
usm
aß,1990,S.9.

(18
)
例
え
ば
ヤ
コ
ビ
は
、
白
紙
委
任
は
、「
憲
法
が
立
法
作
用
を
立
法
府
に
指
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
」
た
め
、
そ
れ
が

必
要
な
場
合
は
、
憲
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
た
。
し
か
し
、
白
紙
委
任
を
認
定
す
る
た
め
の
よ
り
具
体
的
な
判

断
基
準
は
提
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
V
gl.E
rw
in
Jacobi,D
ie
Rechtsverordnungen,in:Gerhard
A
nschütz/Richard
T
hom
a,

H
andbuch
des
D
eutschen
Staatsrechts,Band
II,1932,S.239f.

(19
)
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
憲
法
に
至
る
ま
で
支
配
的
で
あ
っ
た
憲
法
理
論
で
は
、「
憲
法
改
正
法
律
を
制
定
す
べ
き
内
容
を
も
つ
命
令
に
対
す
る
憲

法
改
正
法
律
の
留
保
」
お
よ
び
「
憲
法
上
、
法
律
の
留
保
が
強
制
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
形
式
的
意
味
の
ラ
イ
ヒ
法
律
の
留
保
」
と
い
う

二
つ
の
留
保
を
除
き
、
立
法
の
授
権
は
無
制
限
と
解
さ
れ
て
い
た
。
V
gl.CarlSchm
itt,V
ergleichender
Ü
berblick
über
die
neueste

Entw
icklung
des
Problem
s
der
gesetzgeberischen
Erm
ächtigungen
(Legislative
D
elegationen),ZaöRV
6,1936,S.260.
邦

語
で
の
紹
介
論
文
と
し
て
、
大
西
芳
雄
「
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
『
立
法
授
権
の
問
題
の
最
近
の
発
展
に
関
す
る
比
較
概
観
』」
公
法
雑
誌
二

巻
一
〇
号
（
一
九
三
六
年
）
七
七
頁
以
下
参
照
。

(20
)
Jacobi,a.a.O
.(A
nm
.18),S.240f.

(21
)
RGBl
I,S.141.

(22
)
BV
erfGE
1,14,60.

(23
)
V
gl.BV
erfGE
33,358,364f.;36,224,228;42,19,200;55,207,225f.58,257,277f.62,203,209f.;80,1,20f.

(24
)
K
laus
Stern,D
as
Staatsrecht
der
Bundesrepublik
D
eutschland,Band
1,2.A
ufl,1984,S.818f.﹇
邦
訳
と
し
て
、
ク
ラ
ウ

行政による規範定立の再定位（一）
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ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
赤
坂
正
浩
・
片
山
智
彦
・
川
又
伸
彦
・
小
山
剛
・
高
田
篤
編
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅰ
総
論
・
統
治
編
』（
信
山
社
、
二
〇

〇
九
年
）
二
一
〇
頁
。﹈

(25
)
一
連
の
定
式
と
し
て
、「
予
見
可
能
性
定
式
〔
V
orhersehbarkeitsform
el〕」、「
自
己
決
定
定
式
〔
Selbstentscheidungsform
el〕」

及
び
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
定
式
〔
Program
m
form
el〕」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
V
gl.H
artm
utM
aurer,Staatsrecht
I,6.A
ufl.,2010,§
17,Rn.

139.
こ
れ
ら
の
定
式
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
平
岡
久
「
法
規
命
令
制
定
へ
の
法
律
に
よ
る
授
権
の
明
確
性
―
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判

所
判
例
を
中
心
と
し
て
（
一
）（
二
）（
三
・
完
）」
法
学
雑
誌
二
八
巻
三
・
四
号
（
一
九
八
二
年
）
四
一
一
頁
以
下
、
二
九
巻
三
号
（
一
九
八

三
年
）
三
四
六
頁
以
下
、
三
五
巻
一
号
（
一
九
八
八
年
）
二
〇
三
頁
以
下
参
照
。

(26
)
V
gl.Schlußbericht,BT
-D
rucks.7/5924,S.89ff.

(27
)
BV
erfGE
127,293,319f.

(28
)
V
gl.H
artm
utBauer,in:H
orstD
reier
(H
rsg.),Grundgesetz
K
om
m
entar,Band
II,2.A
ufl.,2006,A
rt.80,Rn.19;M
ichael

N
ierhaus,in:RudolfD
olzer/K
laus
V
ogel(H
rsg.),Bonner
K
om
m
entar
zum
Grundgesetz,Band
11,A
rt.80
A
bs.1,Rn.85f.

(29
)
Fritz
O
ssenbühl,Gesetz
und
V
erordnung
im
gegenw
ärtigen
Staatsrecht,ZG
1997,S.309.

(30
)
も
っ
と
も
、
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
反
面
で
、
本
質
性
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
行
政
規
則
の
規
律
領
域
を
後
退
さ
せ
る
判
決
、
例
え
ば
学

校
教
育
関
連
の
諸
決
定
（
V
gl.BV
erfGE
41,251;BV
erfGE
47,46）
や
、
い
わ
ゆ
る
特
別
権
力
関
係
に
お
け
る
決
定
（
V
gl.BV
erfGE

33,1）
も
下
さ
れ
た
。
判
例
に
お
け
る
本
質
的
事
項
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
大
橋
洋
一
「
法
律
の
留
保
学
説
の
現
代
的
課
題
―
本
質
性
理
論

（
W
esentlichkeitstheorie）
を
中
心
と
し
て
―
」
同
『
現
代
行
政
の
行
為
形
式
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
）
所
収
九
頁
以
下
参
照
。

(31
)
H
ans
J.
W
olff/O
tto
Bachof,V
erw
altungsrecht
I,9A
ufl.,1974,S.119.

(32
)
大
橋
・
前
掲
註
(7
)五
一
頁
以
下
。

(33
)
H
artm
ut
M
aurer,A
llgem
eines
V
erw
altungsrecht,18.A
ufl.,2011,S.644ff.

(34
)
BV
erw
GE
72,300.
な
お
、
本
決
定
に
先
立
つ
一
九
七
八
年
、
フ
ェ
ル
デ
事
件
の
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
（
BV
erw
GE
55,250）
は
、

行
政
規
則
を
「
予
め
な
さ
れ
た
専
門
家
鑑
定
」
と
し
て
取
扱
う
こ
と
で
、
審
査
に
あ
た
っ
て
の
証
拠
と
し
て
T
A
-Luft
を
採
用
し
た
。「
予
め

な
さ
れ
た
専
門
家
鑑
定
」
の
理
論
に
つ
い
て
参
照
、
高
木
光
『
技
術
水
準
と
行
政
手
続
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
三
八
頁
以
下
。
同
理
論

と
対
比
す
る
な
ら
ば
、「
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
」
は
、
本
来
は
法
執
行
（
適
用
）
機
関
で
あ
る
行
政
が
行
政
規
則
の
制
定
に
伴
う
政
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策
的
価
値
判
断
と
い
う
、「
法
」
的
な
判
断
に
属
す
る
権
限
を
担
っ
て
い
る
現
状
を
、
正
面
か
ら
認
め
た
試
み
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い

て
も
、
同
書
七
九
頁
以
下
参
照
。

(35
)
高
木
・
前
掲
註
(34
)七
三
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、「
規
範
を
具
体
化
す
る
行
政
規
則
」
を
め
ぐ
る
理
論
に
つ
い
て
、
藤
原
静
雄
「
ド
イ
ツ

行
政
規
則
論
の
た
め
の
ノ
ー
ト
―
―
行
政
基
準
関
係
争
訟
の
一
側
面
」
南
ほ
か
編
『
行
政
紛
争
処
理
の
法
理
と
課
題
』（
法
学
書
院
、
一
九
九

三
年
）
二
三
九
頁
以
下
参
照
。

(36
)
BV
erfGE
72,300,320.

(37
)
BV
erw
GE
107,338.

(38
)
な
お
、
一
九
九
六
年
一
一
月
一
二
日
付
の
水
管
理
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、「
技
術
水
準
」
の
具
体
化
は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
留
保
が
付

さ
れ
た
ま
ま
、
そ
れ
以
前
の
形
式
で
あ
っ
た
一
般
行
政
規
則
か
ら
、
法
規
命
令
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

(39
)
BV
erw
GE
107,338,340.

(40
)
BV
erw
GE
107,338,340f.

(41
)
T
hom
as
Sauerland,D
ie
V
erw
altungsvorschrift
im
System
der
Rechtsquellen,2005,S.234.

(42
)
EuGH
v.
30.
5.
1991,
Rs.
C-361/88-K
om
m
ission/D
eutschland,
Slg.
1991,
I-2626ff.;
EuGH
v.
30.
5.
1991,
Rs.

C-59/89-K
om
m
ission/D
eutschland,Slg.1991,I-2626ff.

(43
)
Fritz
O
ssenbühl,in:JosefIsensee/PaulK
irchhof(H
rsg.),H
andbuch
des
Staatsrechts
der
Bundesrepublik
D
eutschland,

Band
5
[im
Folgenden:H
StR
V
],3.A
ufl.,2007,§
104
A
utonom
e
Rechtsetzung
der
V
erw
altung,S.350.
そ
の
例
と
し
て
、
連

邦
イ
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
四
八
ａ
条
、
水
管
理
法
六
ａ
条
、
廃
棄
物
処
理
循
環
促
進
法
五
七
条
が
あ
る
。

(44
)
O
ssenbühl,a.a.O
.(A
nm
.43),S.350.
ま
た
、
T
hom
as
von
D
anw
itz,N
orm
konkretisierende
V
erw
altungsvorschriften

und
Gem
einschaftsrecht,V
erw
A
rch
84,1993,S.73ff.
は
、
諸
々
の
上
級
行
政
裁
判
所
が
彫
琢
し
た
T
A
-Luftの
法
的
拘
束
力
を
内
容

的
な
検
討
も
な
く
黙
殺
し
た
と
し
て
、「
方
法
上
の
図
々
し
さ
」
を
批
判
す
る
（
S.
85）。
他
方
で
、
例
え
ば
H
ans
H
einrich
R
upp,

A
nm
erkung,JZ
21,1991,S.1034ff.
は
、
内
部
法
の
外
部
法
へ
の
転
換
と
い
う
不
毛
な
議
論
を
終
了
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
好
意
的
に
評

価
す
る
。

(45
)
Sauerland,a.a.O
.(A
nm
.41),S.498ff.
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(46
)
行
政
裁
量
の
説
明
枠
組
み
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
た
判
断
余
地
説
に
つ
い
て
は
、
O
tto
Bachof,Beurteilungsspielraum
,Erm
essen

und
unbestim
m
ter
Rechtsbegriffim
V
erw
altungsrecht,JZ
1955,S.97ff.;ferner
ders.,D
iskussionsbeitrag,V
V
D
StRL
34,

1976,S.276-280
を
参
照
。

(47
)
Johannes
Saurer,V
erw
altungsvorschriften
und
Gesetzesvorbehalt,D
Ö
V
2005,S.587.

(48
)
こ
れ
は
、
投
資
助
成
法
（
InvZulG）
の
助
成
対
象
と
な
る
企
業
の
業
種
分
類
の
基
準
と
し
て
、
連
邦
統
計
局
が
定
め
た
行
政
規
則
で
あ

る
「
産
業
部
門
の
分
類
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
論
点
の
一
つ
と
な
っ
た
、
二
〇
一
一
年
五
月
三
〇
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定

（
BV
erfGE
129,1）
で
あ
る
。
当
該
決
定
で
は
、
特
定
の
行
政
規
則
が
、
不
確
定
法
概
念
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
法
律
に
よ
っ
て
参
照

〔
V
erw
eisung〕
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
行
政
規
則
の
援
用
は
、「
十
分
な
法
律
上
の
根
拠
」
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
。
V
gl.M
ichael

Sachs,Grundrechte:Effektiver
Rechtsschutz,JuS
2012,S.189ff.

(49
)
そ
の
上
で
オ
ッ
セ
ン
ビ
ュ
ー
ル
は
、
こ
れ
ら
の
規
律
に
お
い
て
は
、
法
律
よ
り
も
柔
軟
性
を
も
っ
た
法
規
命
令
や
行
政
規
則
が
適
し
て
い

る
と
す
る
。
Fritz
O
ssenbühl,in:H
anno
K
ube/RudolfM
ellinghoff/Gerd
M
orgenthaler/U
lrich
Palm
/T
hom
as
Puhl/Christian

Seiler
(H
rsg.),Leitgedanken
des
Rechts,F.S.für
Paul
K
irchhof,Band
I,2013,§
28
Rechtsquellen,S.322f.
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